
報告第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を 

求める。 

平成２０年６月４日提出 

市川市長  千 葉  光 行 

 



専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

 

市川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成２０年４月３０日から施行される

ことに伴い、都市計画税の課税事務についてもこれと同様の措置を講ずる必

要があるため、市川市都市計画税条例の一部を改正する条例について地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行うものである。 

  平成２０年４月３０日 

 

市川市長  千 葉  光 行 



市川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２０年４月３０日 

 

                               市川市長  千 葉 光 行 

 

 

市川市条例第２１号 

市川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条 市川市都市計画税条例（昭和３１年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項中「から第２８項まで、第３０項、第３１項、第３３項又は

第３６項から第３８項まで」を「、第２４項、第２６項、第２７項、第２９

項又は第３１項から第３３項まで」に改める。 

附則第１６項中「第１４項、第１５項、第３２項、第３８項、第４１項、

第４２項、第４４項、第４５項、第４７項から第５２項まで、第５５項若し

くは第５７項」を「第１３項、第２８項、第３４項、第３７項、第３８項、

第４０項、第４１項、第４３項から第４８項まで、第５１項若しくは第５３

項から第５８項まで」に、「第３６項から第３８項まで」を「第３１項から

第３３項まで」に改める。 

第２条 市川市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１６項中「第５８項」を「第５９項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成２０年法律

第  号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の市川市都市計画税条例の規定は、平成２０年



度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成１９年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の市川市都市計画税条例の規定は、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属す

る年の翌年の１月１日（同法の施行の日が１月１日である場合には、同日）

を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度

の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

 


